
第１０回境港市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和５年９月１１日（月） 午後２時００分から午後３時００分まで 

 

２．開催場所 境港市役所 第１会議室 

 

３．出席委員（１３人） 

   会長（議長）   ９番  足 立 晋 哉 

農業委員     １番  河 岡   誠 

２番  足 立 恵 子 

３番  阿 部 和 夫 

４番  橋 本 正 之 

５番  古 德 哲 郎 

６番  足 立 惠 一 

７番  佐々木   隆 

８番  梶 谷 重 幸 

 

最適化推進委員 １０番  濵 田   孝 

１１番  角     興 

 １２番  築 谷 敏 樹 

１３番  永 井 和 人 

 

４．欠席委員      なし 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長   武 良   収  

事務局長補佐 高 木   健 

主 任    西   洋 平 

 

６．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会務報告 

第３ 議案審議及び報告 

議案第３３号 令和５年秋季農作業労賃標準額の決定について 

議案第３４号 農地法第５条の規定による許可申請書について 

議案第３５号 農用地利用集積等促進計画（案）について 

議案第３６号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更（案）

について 



報告第２１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 

報告第２２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

 

７．会議の概要 

 

議  長 ただ今から、令和５年第１０回境港市農業委員会総会を開会いたします。 

     本日は全員出席ですので欠席遅刻委員はございません。 

それでは、委員会会議規則第１１条第２項に規定する総会の議事録署名委員 

について、議長から指名してよろしいでしょうか。 

 

     （「異議なし」の声あり） 

 

議  長 それでは、６番足立惠一委員、７番佐々木委員にお願いします。 

     続いて、会務報告を行います。 

 

     （会長から次の事項について会務報告）  

      令和５年８月２２日（火）常設審議委員会 

                  鳥取県農業会議臨時総会 

                  農業委員会会長・事務局長会議 

                  鳥取県農業委員会会長協議会定期総会 

  

議  長 それでは、議案審議に入ります。議案第３３号「令和５年秋季農作業労賃標準

額の決定について」を議題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第３３号「令和５年秋季農作業労賃標準額の決定について」説明をさせて

いただきます。議案は１ページから２ページとなります。２ページをご覧くだ

さい。現在空欄となっておりますが、先ほど１３時３０分から農政専門部会の

方を開催いたしまして、令和５年の秋季の農作業標準額の方が、耕うん、水田

一般が６,７００円、水田ほ場整備地が６,５００円、畑が９,０００円、稲刈

りのバインダーが１５,０００円、コンバインの水田一般が３２,０００円、水

田ほ場整備地が３１,０００円、脱穀が５５０円、一般労務が９００円となっ

ております。こちらの一般労務以外は、昨年の秋季労賃と同額でございますが、

一般労務単価の方が皆様の机の上に配布しておりますが、最低賃金引き上げの

お知らせと言う事で、１０月５日施行予定となっております、９００円に合わ

せた額となっております。事務局の説明は以上となっております。 

 

議  長 農政専門部会の会長さん、検討結果の報告をお願いします。 

 



古德委員 総会の前に農政専門部会を行いました。皆さんの意見、話し合いした中で、端

的に言えば、一度に５０円も上げて、９００円ということで意見も出ました。

上げる話ばかりで、本当にこれでやっていけるのかという話も出ました。とり

あえず、話は出たのですが、結果は鳥取県最低賃金引き上げということで、県

の方からも鳥取県最低賃金９００円ということですので、一般労務賃金は検討

の結果９００円にまとまりました。皆さんの手元に業務改善助成金のご案内が

でていますけれど、この内容は、はっきりとはわかりませんが、９００円に引

き上げる事についての業務改善、農業をされる方が改善をして、その結果の助

成金ということで、改善をする方向での助成金となっているそうです。そうい

うことで、一般労務だけを引き上げ、あとは据え置きということです。そして、

来年の春も、このまま据え置きということになりました。以上です。 

 

議  長 議案の説明と農政専門部会長の協議の結果の報告が終わりました。ご意見、ご

質問はありませんか。ないようですので採決をとります。議案第３３号に賛成

の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、議案第３３号は原案のとおり承認されました。 

 

議  長 続きまして、議案第３４号「農地法第５条の規定による許可申請書について」

の説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第３４号「農地法第５条の規定による許可申請書について」を説明させて

いただきます。今回２件申請がでてきております。議案の３ページから４ペー

ジになります。（番号１）三軒屋町、畑、４８２㎡です。譲渡人が三軒屋町の

Ａさん、譲受人が三軒屋町のＢさんです。申請理由は、申請地を売買により、

所有権移転し、住宅敷地として利用したいということです。土地の所在地は、

４ページをご覧ください。申請地周辺の農地区分につきましては、住宅が連担

している区域でございますので第３種農地に該当いたします。資力及び信用に

つきましては、金融機関からの融資証明書が提出されております。遅滞なく転

用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業計画書から妥当

と判断されます。土地改良区の同意の意見書は添付されております。計画面積

につきましては、添付された土地利用計画図から適当と思われます。周辺農地

の営農条件への支障につきましては、周辺に耕作中の農地 

はなく、被害発生の恐れはないと考えられます。現地調査は、足立惠一委員、

佐々木委員にお願いしました。以上です。 

議  長 議案の説明が終わりました。現地調査の報告をお願いします。 



 

足立惠一 現地は、住宅がたちならんでいるので、問題はないと思いました。皆さんのご

審議をお願いします。 

 

議  長 議案の説明と現地調査の報告が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。

ないようですので採決をとります。（番号１）に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、（番号１）は、原案のとおり承認されました。続きまして、 

     （番号２）の説明をお願いします。 

 

事 務 局 （番号２）の説明をさせていただきます。地図は５ページになります。財ノ木

町、畑、計１０４３㎡でございます。譲渡人が幸神町のＣさん、譲受人が米子

市の㈱Ｄさんです。申請理由は、所有権を売買により取得し、太陽光発電施設

を建設するという計画です。こちらの方が、２種農地に該当します。現地は国

有地の北側のところです。資力及び信用につきましては、金融機関からの残高

証明書が提出されております。遅滞なく転用目的に供することの確実性につき

ましては、添付された事業計画書から妥当と判断されます。土地改良区の同意

の意見書は添付されております。計画面積につきましては、添付された土地利

用計画図から適当と思われます。周辺農地の営農条件への支障につきましては、

被害発生の恐れはないと考えられます。現地調査は、足立惠一委員、佐々木委

員にお願いしました。以上です。 

 

議  長 議案の説明が終わりました。現地調査の報告をお願いします。 

 

足立惠一 現地は草が繁茂していて、面積的にも大きいのですけれども、太陽光発電施設

を作るということで、農地が有効に活用できるのではないかと思います。皆さ

んのご審議をお願いします。 

 

議  長 議案の説明と現地調査の報告が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。

ないようですので採決をとります。（番号２）に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全員挙手） 

議  長 全員賛成ですので、（番号２）は、原案のとおり承認されました。続きまして、

議案第３５号「農用地利用集積等促進計画（案）について」の説明をお願いし

委  員 

委  員 



ます。 

 

議案内容に関係しますので梶谷委員は退席をお願いします。 

 

（梶谷委員が退室） 

 

事 務 局 議案第３５号「農用地利用集積等促進計画（案）について」を説明させていた

だきます。内容については７ページから８ページをご覧ください。基本的に新

規が多いですけど、１～３番のＥさん、６９歳の方で、露地野菜を作っておら

れて、トラクターとか皮剥き機などはすでに所有しているとの事です。次に、

その下のＦさんは、７４歳の方ですけど、この方も露地野菜を作られるという

事で、耕運機なども既に所有しておられます。更新と記載している筆は契約の

更新です。Ｇさんの新規は経営規模の拡大という事です。一番下のＨさんは、

初めて機構と契約をされる方になります。１１ヶ月と変則的な契約ですけど、

芍薬やぼたんを２筆借りて作られるそうです。付替えが１件ありますけれど、

皆さん経営規模拡大となります。以上です。 

 

議  長 議案の説明が終わりました。ご意見ご質問等はありませんか。 

ないようですので、それでは採決いたします。議案第３５号に賛成の方は挙手

をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、議案第３５号は、原案のとおり承認されました。 

 

（梶谷委員が入室） 

 

議  長 続きまして、議案第３６号「農業経営基盤の強化促進に関する基本的な構想の

変更（案）について」の説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第３６号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更（案）

について」を説明させていただきます。これは、令和３年に策定したもので、

そのもととなる農業経営基盤強化法が一部改正を２０２２年にされたという

ことでございます。それに伴って、まず県の方が一部改正をして、つきまして

は市町村の方も改定するようにという事になっておりますが、基本的に変わっ

た部分、資料１２ページをご覧ください、以前は人農地プランという言葉を使

っていたのですが、それが地域計画と変わりまして、今までなかった地域計画

という言葉をいれて、事業として促進しましょうという事で、今まで５項目だ



ったのが、一番上に地域計画推進事業というのが来て６項目、各事業、地域計

画推進に関する事項、これはそれぞれ農業委員会もですし、農業委員会だけが

進める訳でなく、市長部局、農政課農業振興係、農業者、県と連携して１０年

後のめざす地域の農地利用という事で、経営強化基盤法もまだ移行期間で令和

７年に本格的な改正があります。この２年間は過渡期という事になっているの

ですが、まだ具体的に何か動いているという事はありません。とりあえず、地

域計画という項目を入れなさいという事です。これは他の市町村と書き方は一

緒になっているのですが、２番の区域については、県から境港市については、

干拓地とそれ以外で定めるという事で書かせていただいています。県の方に何

度か助言をいただきながら直したものでございます。皆さん、冊子で印刷しま

したので、必要に応じてお手元にお持ちいただいてご利用ください。 

 

議  長 議案の説明ですが、特に変わった点について説明をいたしました。ご意見ご質

問等はありませんか。ないようですので、それでは採決いたします。議案第３

６号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、議案第３６号は、原案のとおり承認されました。 

  

（事務局から次の事項について報告） 

報告第２１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 

報告第２２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

 

（事務局からその他項目について説明） 

・今後の予定 

○常設審議会（会長）             令和５年 ９月２２日（金） 

○第１１回境港市農業委員会総会（第１会議室） 令和５年１０月１０日（火） 

◆午後１時３０分～ 総会 

 ○農業委員会特別研修会（西部地区）      令和５年１２月１４日（木） 

 

・農業委員会情報 市報 ９月号「農地パトロールの実施について」 

市報１０月号「秋季農作業労賃標準額の決定について」 

予定 

 

 

議  長 以上で本日の審議は終了いたしましたが、その他に皆さんの方からございませ

んか。 



 

議  長 それでは以上をもちまして令和５年第１０回境港市農業委員会総会を閉会し

ます。 

 

 

 

 

 

令和５年９月１１日 

 

   境港市農業委員会 

 

議  長 

                                    

 

署名委員 

                              

 

署名委員 

                              


